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◯
金
融
庁
告
示
第

号

銀
行
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
号
）
第
三
十
四
条
の
十
九
の
七
第
二
項
第
一
号
並
び
に
第
三
十
四
条
の

十
九
の
九
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
比
率
等
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
三
年

十
一
月
二
十
二
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月

日

金
融
庁
長
官

中
島

淳
一

（
特
例
銀
行
業
高
度
化
等
業
務
を
専
ら
営
む
持
株
特
定
子
会
社
に
係
る
認
定
に
関
す
る
自
己
資
本
比
率
等
の
基
準
）

第
一
条

銀
行
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
の
十
九
の
七
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長

官
が
定
め
る
比
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
己
資
本
比
率
等
（
同
条
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
自
己
資
本
比
率
等
を

い
う
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
比
率
と
す
る
。

一

海
外
営
業
拠
点
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
持
株
会
社
が
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子

会
社
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
そ
れ
ら
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の

基
準
（
平
成
十
八
年
金
融
庁
告
示
第
二
十
号
。
以
下
「
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
海
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外
営
業
拠
点
を
い
う
。
次
条
及
び
第
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
銀
行
若
し
く
は
長
期
信
用
銀
行
又
は
外
国
に
所

在
す
る
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
定
め
る
自
己
資
本
比
率
の
基
準
若
し
く
は
こ
れ
と
類
似
の
基
準
の
適
用
を
受
け
る

者
を
子
会
社
（
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
子

会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
銀
行
持
株
会
社
（
同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
銀
行
持
株
会
社
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
次
条
及
び
第
三
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
連
結
自
己
資
本
比
率
（
規
則
第
三
十
四
条
の
十
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
連
結
自
己
資
本
比
率
を
い
う
。

）
、
海
外
営
業
拠
点
（
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
自
己
資
本

の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
十
八
年
金
融
庁
告
示
第
十
九
号
。
次
号
に
お

い
て
「
自
己
資
本
比
率
告
示
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
海
外
営
業
拠
点
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
を
有
す
る
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
）
の
連
結
自
己

資
本
比
率
（
規
則
第
十
七
条
の
五
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
連
結
自
己
資
本
比
率
を
い
う
。
）
及
び
海
外
営
業
拠
点

を
有
す
る
銀
行
の
単
体
自
己
資
本
比
率
（
規
則
第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
⑽
に
規
定
す
る
単
体
自
己
資
本
比
率
を

い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

十
二
パ
ー
セ
ン
ト
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二

海
外
営
業
拠
点
（
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
条
に
規
定
す
る
海
外
営
業
拠
点
を
い
う
。
）
を
有
す
る
銀
行
又
は
長

期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
し
て
い
な
い
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
子

会
社
等
を
い
う
。
）
の
連
結
自
己
資
本
比
率
（
規
則
第
三
十
四
条
の
十
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
連
結
自
己
資
本
比
率

を
い
う
。
）
、
海
外
営
業
拠
点
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
条
に
規
定
す
る
海
外
営
業
拠
点
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
有
し
な
い
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
）

の
連
結
自
己
資
本
比
率
（
規
則
第
十
七
条
の
五
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
連
結
自
己
資
本
比
率
を
い
う
。
）
及
び
海

外
営
業
拠
点
を
有
し
な
い
銀
行
の
単
体
自
己
資
本
比
率

十
パ
ー
セ
ン
ト

（
特
例
子
会
社
対
象
業
務
を
営
む
持
株
特
定
子
会
社
が
保
有
す
る
商
品
の
額
の
合
計
額
）

第
二
条

規
則
第
三
十
四
条
の
十
九
の
九
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
額
は
、
規
則
第
三
十
四
条
の
十

九
の
四
に
規
定
す
る
業
務
を
営
む
特
例
子
会
社
対
象
会
社
（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
特
例
子
会

社
対
象
会
社
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
持
株
特
定
子
会
社
（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
持
株
特
定
子
会
社
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ

ｅ
ｒ
１
資
本
の
額
（
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
条
第
一
号
の
算
式
に
お
け
る
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
の
額
を
い
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う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
そ
の
他
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
の
額
（
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
条
第
二
号
の
算
式
に

お
け
る
そ
の
他
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
の
額
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
（
当
該
銀
行
持
株
会
社
が
海
外
営
業

拠
点
を
有
す
る
銀
行
又
は
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第
十
四

条
の
算
式
に
お
け
る
自
己
資
本
の
額
）
に
百
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
持
株
特
定
子
会
社
の
最
終
の
貸
借
対
照
表

の
純
資
産
の
部
の
合
計
額
の
い
ず
れ
か
低
い
額
と
す
る
。

（
特
例
銀
行
業
高
度
化
等
業
務
を
営
む
持
株
特
定
子
会
社
が
保
有
す
る
物
品
等
の
額
の
合
計
額
）

第
三
条

規
則
第
三
十
四
条
の
十
九
の
九
第
二
項
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
額
は
、
規
則
第
三
十
四
条
の
十
九
の
六

第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
特
例
子
会
社
対
象
会
社
を
持
株
特
定
子
会
社
と
す
る
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の

普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
の
額
及
び
そ
の
他
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
の
額
の
合
計
額
（
当
該
銀
行
持
株
会
社
が
海
外
営
業
拠

点
を
有
す
る
銀
行
又
は
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第
十
四
条

の
算
式
に
お
け
る
自
己
資
本
の
額
）
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
持
株
特
定
子
会
社
の
最
終
の
貸
借
対
照
表
の

純
資
産
の
部
の
合
計
額
の
い
ず
れ
か
低
い
額
と
す
る
。


